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福島第一原子力発電所から福島第二原子力発電所への分析用水

の運搬に係る報告の徴収について

平成２４年３月２７日、貴社福島第二原子力発電所構内の非管理区域におい

て、貴社福島第一原子力発電所から運搬した分析用の水が入ったタンクから、

放射性物質を含む水が漏えいしていることが確認された件については、同月３

０日付けにて、経済産業大臣あて報告されたと承知しているが、係る事案にお

ける工場等の外の運搬に係る措置が核燃料物質等車両運搬規則（昭和５３年運

輸省令第７２号）で定める技術上の基準に適合しない可能性があることから、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第６７条第１項の規定に基づき、下記の事項について、速やかに報告

するよう命ずる。

記

１．今回の事案について

（１）運搬の状況の詳細（発送前の点検、委託の有無、使用車両の車種・状況、

固縛の状況等を含む）

（２）核燃料物質等車両運搬規則に基づく車両に係る線量当量率及び汚染の測

定又は評価内容

（３）その他同規則に基づく技術上の基準への適合状況

２．その他の運搬について

福島第一原子力発電所の施設から外への運搬における同規則に基づく技術上

の基準への適合状況

３．原因究明及び再発防止策について

１．（２）及び（３）並びに２．において同規則に基づく技術上の基準に適合

していない場合、その原因及び再発防止策


